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(57)【要約】
【課題】　部分的な接着によってワンタッチで底面を構
成することができること、かつ多様な形状の底面を創出
できる包装用箱を提供する。
【解決手段】　箱本体１ａを構成する任意の側壁の下縁
部に、得ようとする包装用箱１の形状に対応する底フラ
ップ５が折れ線ｂを介して延設され、前記底フラップ５
と接着結合する底フラップ保持片６が、前記側壁もしく
は他の側壁の下縁部に折れ線ｃを介して延設されたもの
で、前記底フラップ５は、左右の縁部に沿って折れ線５
ａを介して箱本体１ａの側壁下方の内側面と密着する舌
片５ｃ，５ｄが一体的に付設され、底フラップ保持片６
は、先端部に折れ線ｈを介して貼着片６ａを有し、前記
貼着片６ａの表裏いずれかの面に接着部６ｂが形成され
、前記接着部６ｂを底フラップ５の表面の貼着面５ｅ又
は５ｆに接着固定することによって、折り畳みが可能で
、かつ自立性を有する包装用箱１とする。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側縁を接着させて筒状の箱本体を形成するに際し、
　前記箱本体を構成する任意の側壁の下縁部に、得ようとする包装用箱の形状に対応する
底フラップが折れ線を介して延設され、
　前記底フラップと接着結合する底フラップ保持片が、前記側壁もしくは他の側壁の下縁
部に折れ線を介して延設されたものであって、
　前記底フラップは、左右の縁部に沿って折れ線を介して、前記箱本体の側壁下方の内側
面と密着する舌片がそれぞれ付設され、
　前記底フラップ保持片は、先端部に折れ線を介して貼着片が付設されるとともに、
　前記貼着片の表裏いずれかの面に、接着剤塗布等の手段によって接着部が形成され、
　前記接着部を、前記底フラップ表面の所定の貼着面に接着固定することによって、折り
畳みが可能で、かつ自立性を有する包装用箱とするよう構成されていること
を特徴とする包装用箱。
【請求項２】
　前記底フラップの舌片は、
　前記箱本体の側壁下方の内側面と密着するように、前記左右の縁部に沿って形成された
折れ線とほぼ直交する折れ線が、各舌片の中央部に形成されていること
を特徴とする請求項１に記載の包装用箱。
【請求項３】
　前記底フラップ保持片の貼着片は、
　当該底フラップ保持片よりも小さな舌片で形成され、その接着部が前記底フラップの貼
着面と相対する位置に、折れ線を介して延設されていること
を特徴とする請求項１に記載の包装用箱。
【請求項４】
　前記底フラップと底フラップ保持片は、
　得られる包装用箱の底部が所要の高さで嵩上げされるよう、前記箱本体の側壁下縁部よ
りも所要の高さ分だけ上方に折れ線の形成位置が設定されていること
を特徴とする請求項１に記載の包装用箱。
【請求項５】
　前記包装用箱は、
　前記箱本体の上縁部の所要部位に、折れ線を介して開口部を閉止することが可能な蓋フ
ラップが付設されていること
を特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の包装用箱。
【請求項６】
　前記底フラップは、
　前記箱本体を構成する背面板の中心部に形成された折れ線を挟んで対称な一方の側縁側
に延設され、他方の側縁側に底フラップ保持片が延設されていること
を特徴とする請求項１に記載の包装用箱。
【請求項７】
　前記底フラップは、
　前記箱本体を構成する背面板の下縁部に延設され、正面板の下縁部には前記底フラップ
保持片が延設されていること
を特徴とする請求項１に記載の包装用箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、未使用時には折り畳んで保管することができ、使用時には簡単な操作によ
って自立性を確保することのできる包装用箱に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　鳥の唐揚げやフライドポテトなどのファストフードの販売に際しては、近年、前記ファ
ストフードを収容した状態でのディスプレーを可能とすることも考慮し、搬送や保管時に
は扁平な状態とし、使用時には自立させることができる紙製の包装用箱が多く使用される
ようになっている。
【０００３】
　かかる包装用箱の一例として、特開平１１－９１７６０号公報（特許文献１）を挙げる
ことができる。
　この特許文献１に記載の包装箱は、両側縁を接着させた筒状の側壁の外側に延設した相
対向する一組の底フラップの先端側同志を接着させ、前記底フラップの一方の中央線上に
設けた谷折り線を利用して折畳み、組立てが行えるようにした包装箱において、組み立て
た箱の底部に十分な強度を持たせることを目的としている。
【０００４】
　そのため、特許文献１の包装箱は、
　１）両側縁を接着させた筒状の側壁の外側に延設した、相対向する一組の底フラップの
先端側同志を接着させ、底フラップの一方の中央線上に設けた谷折り線を利用して折り畳
み、組み立てが行えるようにした包装箱において、
　２）各底フラップの基端側の両辺に、山折線を介して舌片を延設し、
　３）前記底フラップの間に位置させて、側壁の外側に細幅の折り返し片をそれぞれ設け
、
　４）底フラップを中央線で谷折させてフラップを立ち上げる際に、相対向する底フラッ
プの左右の基端部同志を結ぶ線に沿って底フラップを屈曲させて、その両側を傾斜させる
と共に、底フラップの舌片を折り返し片と側壁との間に係合させる
構成が採用されている。
【０００５】
　特許文献２として提示する特開２０１０－１００３０７号公報には、組み立てた状態で
完全な自立性を有するとともに、密閉度の高い底部を有する自立性カートンの提供を目的
としたカートンが提案されている。
【０００６】
　この自立性カートン（以下、包装箱という。）は、
　１）筒状の胴部を構成する前板、後板及び左右の側板のうち、前板と後板の下端に、そ
れぞれ折罫を介して重合部を連設し、
　２）各重合部の下端に、上方に突出する弧状の折罫を介して、その弧状の折罫の突出部
における上下巾が、前記側板の左右巾の１／２より稍大でかつ両側端における上下巾が、
側板の左右巾の１／２と等しい底板をそれぞれ連設し、
　３）一方の底板の下端に、内横折罫を介して底板と対称な貼合片を連設するとともに、
　４）他方の底板の下端に、貼合片と同寸の内底部を延設し、
　５）その底板と内底部とに亘る両側辺に、折罫を介して側板の左右巾の１／２より稍小
さい長さで突き出た舌片をそれぞれ連設し、
　６）かつ左右の側板の各中央に外縦折罫を設けてなるブランク板からなり、
　７）このブランク板の各重合部を内側に折り曲げて、前板及び後板の内面にそれぞれ接
着するとともに、貼合片を折り曲げて、その内面を他方の底板の外面に貼着してなること
を要旨としている。
 
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－９１７６０号公報（請求項１、図１、図３、図５）
【特許文献２】特開２０１０－１００３０７号公報（請求項１、図２）
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前記特許文献１，２のいずれの包装箱も、折り線を利用して、折畳みや組立てが可能で
あって、かつ自立する点において共通するとともに、両包装箱とも相似形の一組の底フラ
ップを有する点でほぼ同一の構成からなるものである。
【０００９】
　より具体的には、一方の特許文献１の包装箱は、相対向する一組の底フラップの先端側
同志を接着させ、側壁の先端部と糊代とを接着させることで、箱の底面のフラップの組立
接着するものである。
　その際、側壁の下端部に連設した折り返し片を、側壁に形成された谷折り線と当接する
部分を接着しない限り、折り返し片と側壁とで形成される隙間に緩みが生じるという問題
点を有している。
【００１０】
　さらに、特許文献１の包装箱は、二つの底フラップのうち、中央に谷折り線を設けた底
フラップは、組立て時に先端部が反転して他方の底フラップに隠れ、かつ相似形を有する
二つの底フラップで、一つの箱の底面を形成するという、きわめて効率の悪い組立て作業
と材料の無駄が避けられない。
【００１１】
　他方の特許文献２に記載の包装箱も、基本的には特許文献１と同様の問題を内包してい
るものであるが、他にも以下のような問題が存在している。
【００１２】
　すなわち、この包装箱は、筒状の胴部を構成する前板、後板及び左右の側板のうち、前
板と後板の下端に、それぞれ折罫を介して重合部を連設し、各重合部の下端に、上方に突
出する弧状の折罫を介して、その弧状の折罫の突出部における上下巾が、側板の左右巾の
１／２より稍大で、かつ両側端における上下巾が、側板の左右巾の１／２と等しい底板が
それぞれ連設されている。
　さらに、一方の底板の下端に、内横折罫を介して底板と対称な貼合片が連設されるとと
もに、他方の底板の下端に、貼合片と同寸の内底部を延設し、その底板と内底部とに渡る
両側辺に、折罫を介して側板の左右巾の１／２より稍小さい長さで突き出た舌片がそれぞ
れ連設され、前記各重合部を内側に折り曲げて、前板及び後板の内面にそれぞれ接着する
とともに、貼合片を折り曲げて、その内面を他方の底板の外面に貼着して包装箱を構成す
るものである。
【００１３】
　したがって、包装箱の構成自体が必ずしも簡素とは言い得ず、前記重合部は、結果的に
包装箱の底を上げ底状としているが、この重合部は箱の強度を保持するためのもので、必
要不可欠な構成である。
　さらに、包装箱の底面は、実質的にはほぼ相似形の一組の底板で構成するため、材料に
無駄が生じるとともに、接着面積が広く、効率的な箱の組立には問題がある。
【００１４】
　この発明はかかる現状に鑑み、部分的な接着によってワンタッチで底面を構成すること
ができること、底フラップから延設された舌片が底部が形成されるにしたがって、包装用
箱を構成する側壁下方の内側面に押され、屈曲しながら底フラップと側壁との隙間を埋め
ることができること、かつ多様な形状の底面を創出することのできることを達成すること
のできる包装用箱を提供せんとするものである。
 
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記の目的を達成するため、この発明の包装用箱は、
　両側縁を接着させて筒状の箱本体を形成するに際し、
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　前記箱本体を構成する任意の側壁の下縁部に、得ようとする包装用箱の形状に対応する
底フラップが折れ線を介して延設され、
　前記底フラップと接着結合する底フラップ保持片が、前記側壁もしくは他の側壁の下縁
部に折れ線を介して延設されたものであって、
　前記底フラップは、左右の縁部に沿って折れ線を介して、前記箱本体の側壁下方の内側
面と密着する舌片がそれぞれ付設され、
　前記底フラップ保持片は、先端部に折れ線を介して貼着片が付設されるとともに、
　前記貼着片の表裏いずれかの面に、接着剤塗布等の手段によって接着部が形成され、
　前記接着部を、前記底フラップ表面の所定の貼着面に接着固定することによって、折り
畳みが可能で、かつ自立性を有する包装用箱とするよう構成されていること
を特徴とするものである。
【００１６】
　この発明の請求項２に記載の発明は、
　請求項１に記載の包装用箱において、
　前記底フラップの舌片は、
　前記箱本体の側壁下方の内側面と密着するように、前記左右の縁部に沿って形成された
折れ線とほぼ直交する折れ線が、各舌片の中央部に形成されていること
を特徴とするものである。
【００１７】
　この発明の請求項３に記載の発明は、
　請求項１に記載の包装用箱において、
　前記底フラップ保持片の貼着片は、
　当該底フラップ保持片よりも小さな舌片で形成され、その接着部が前記底フラップの貼
着面と相対する位置に、折れ線を介して延設されていること
を特徴とするものである。
【００１８】
　この発明の請求項４に記載の発明は、
　請求項１に記載の包装用箱において、
　前記底フラップと底フラップ保持片は、
　得られる包装用箱の底部が所要の高さで嵩上げされるよう、前記箱本体の側壁下縁部よ
りも所要の高さ分だけ上方に折れ線の形成位置が設定されていること
を特徴とするものである。
【００１９】
　この発明の請求項５に記載の発明は、
　請求項１～４のいずれかに記載の包装用箱において、
　前記包装用箱は、
　前記箱本体の上縁部の所要部位に、折れ線を介して開口部を閉止することが可能な蓋フ
ラップが付設されていること
を特徴とするものである。
【００２０】
　この発明の請求項６に記載の発明は、
　請求項１に記載の包装用箱において、
　前記底フラップは、
　前記箱本体を構成する背面板の中心部に形成された折れ線を挟んで対称な一方の側縁側
に延設され、他方の側縁側に底フラップ保持片が延設されていること
を特徴とするものである。
【００２１】
　この発明の請求項７に記載の発明は、
　請求項１に記載の包装用箱において、
　前記底フラップは、



(6) JP 2013-163537 A 2013.8.22

10

20

30

40

50

　前記箱本体を構成する背面板の下縁部に延設され、正面板の下縁部には前記底フラップ
保持片が延設されていること
を特徴とするものである。
 
【発明の効果】
【００２２】
　この発明の包装用箱は、両側縁を接着させて形成する筒状の箱本体において、任意の側
壁の下縁部に、得ようとする包装用箱の形状に対応する形状の底フラップが折れ線を介し
て延設され、前記底フラップと接着結合する底フラップ保持片が、同一もしくは他の側壁
の下縁部に折れ線を介して延設されるとともに、当該底フラップ保持片の先端部に折れ線
を介して接着部が形成される貼着片が延設されたもので、前記接着部を前記底フラップ表
面の貼着面に接着固定するという簡易な操作によって、任意の形状の包装用箱を得ること
ができる。
【００２３】
　特に、この発明においては、前記底フラップの先端部を保持する底フラップ保持片の構
成をきわめて簡素化することができる。
　その結果、底フラップの形状を、三角形、多角形、台形などにすることができるので、
得ようとする包装用箱の形状を多様化することが可能で、デザイン化された包装用箱を得
ることができる。
【００２４】
　さらに、前記底フラップと底フラップ保持片との接合接着は、あらかじめその位置が確
定されるので、作業効率を大幅に向上させることができ、接合接着の部位が小さくとも確
実に両者を接着させことができるので、包装用箱作成のための経費を抑えることが可能と
なる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】この発明にかかる包装用箱の一例を示す展開図である。
【図２】図１に示す包装用箱の折り畳み状態を示す説明図である。
【図３】図１に示す包装用箱の組立て状態の一例を示す斜視図である。
【図４】この発明にかかる包装用箱の他の例を示す展開図である。
【図５】図４に示す包装用箱の正面図である。
【図６】図４に示す包装用箱の底面図である。
【図７】この発明にかかる包装用箱のさらに他の例を示す展開図である。
【図８】図７に示す包装用箱の正面図である。
【図９】図７に示す包装用箱の底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、この発明にかかる包装用箱の実施の形態を、添付の図面に基づいて具体的に説明
するが、この発明は図示された実施例にのみ限定されるものではなく、発明の要旨を変更
しない範囲で種々改良を加えることができる。
【００２７】
　この発明の包装用箱は、一枚のブランク板を利用して構成されるもので、左右の側壁の
側縁を接着させて筒状の箱本体とし、前記所要の部位の側壁の下縁部に底フラップを、こ
の底フラップの先端部を保持する底フラップ保持片を、前記側壁もしくは他の側壁の下縁
部に、折れ線を介して一体的に延設して包装用箱の底部を形成するものである。
【００２８】
　前記ブランク板は、厚紙や段ボール紙の他、樹脂製のシート材であっても、保形性を有
するものであれば使用することができ、その厚みは１ｍｍ以下であることが好ましい。
　さらに、紙製のブランク板を使用する場合には、水分や油分が外側に漏れないよう内面



(7) JP 2013-163537 A 2013.8.22

10

20

30

40

50

がコーティング加工されたものが好ましい。
【００２９】
　図１～３に示す包装用箱１は、上げ底タイプでかつ蓋を有するものである。
　この包装用箱１は、上縁部が弧状に切り欠かれ、かつその中心部に上縁部から下縁部に
至る垂直な折れ線ｄが形成された逆台形状の正面板２と、この正面板２の一方の側縁に沿
って折れ線ａを介して連続的に設けられ、その中心部に下縁部から上縁部に至る垂直な折
れ線ｅが形成された全体が変形五角形状の背面板３と、前記正面板２に折れ線ｆを介して
延設された糊代片４とで箱本体１ａの側壁が構成されるものである。
【００３０】
　前記折れ線ｅは、前記変形五角形状の背面板３の上縁部に沿って床面と平行な折れ線ｊ
を介して延設された蓋フラップ７の先端部に延長されて、前記蓋フラップ７を内側（商品
の収納部側）に折曲げ可能にしている。
【００３１】
　前記箱本体１ａの底部は、前記背面板３の中心部に形成された垂直な折れ線ｅを介して
対称的に配された一方の側縁（実質的に折れ線ａ）側の下縁部に延出された底フラップ５
と、他方の側縁側の下縁部に延出された底フラップ保持片６とで構成される。
【００３２】
　前記底フラップ５および底フラップ保持片６は、それぞれ床面と平行な折れ線ｂ，ｃを
介して延出形成されるもので、この折れ線ｂ，ｃは、箱本体１ａの下縁部から、嵩上げし
たい高さ分だけ上方に形成される。
【００３３】
　より具体的には、前記底フラップ５は、前記折れ線ｂと折れ線ａの交点ｘから折れ線ｂ
に対して９０度以内の傾斜角θで一方の側縁５ａが延出され、他方の側縁５ｂは前記側縁
５ａと平行に形成される。
【００３４】
　前記各側縁５ａ，５ｂには、それぞれ内側に頂部を有する２つの円弧から形成されてい
るもので、この円弧状の側縁５ａ，５ｂの外側には、それぞれ外周部を円弧状とした舌片
５ｃ，５ｄが延設されている。
　なお、前記各側縁５ａ，５ｂは、この実施例では円弧状としているが、直線状であって
もよいものである。
【００３５】
　前記舌片５ｃ，５ｄは、包装用箱１を組立てた場合、一方の舌片５ｃの外側が正面板２
を二分する垂直な折れ線ｄの下方の内側面と、他方の舌片５ｄの外側が背面板３の折れ線
ｅの下方の内側面とそれぞれ当接し、底面を密封するものである。
　そのため、各舌片５ｃ，５ｄは、いずれも中心部に前記側縁５ａ又は５ｂとほぼ直交す
る状態で折れ線ｇが形成され、この折れ線ｇを山折りすることで前記目的が達成されるよ
う構成されている。
【００３６】
　前記底フラップ保持片６は、折れ線ｈを介して延出する小さな貼着片６ａを有し、この
貼着片６ａが、前記底フラップ５の先端側の表面の貼着面５ｅ（斜線で示す部位）もしく
は貼着面５ｆと当接可能なように構成されたものである。
【００３７】
　前記背面板３には、当該背面板３を左右対称に折り曲げるための鉛直な折れ線ｅを挟ん
だ対称位置の下縁部から、それぞれ所要長さの折れ線ｉが斜め上方に向かって左右対称に
形成され、前記舌片５ｄが円滑に背面板３の折れ線ｅに沿った下部内側面と当接するよう
構成されている。
【００３８】
　前記蓋フラップ７は、水平な折れ線ｊを介して背面板３の上縁部に延設される。
　そして、前記折れ線ｊの各端部から前記折れ線ｅに向けて、前記背面板３側にはＶ字状
の折れ線ｋが、蓋フラップ７側には緩やかな円弧状の折れ線ｌがほぼ上下対称となるよう
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に形成される。
　その結果、図３に示すように、折れ線ｋ，ｌを山折りにすることによって包装用箱１の
開口部を閉止し、折れ線ｋ，ｌを谷折りすることによって、図示しないが蓋フラップ７を
折れ線ｅ側に折り曲げ、開口部を全開できるよう構成されている。
【００３９】
　かかる構成からなる包装用箱１は、まず、折れ線ｂに沿って底フラップ５を内側（背面
板３の内側面側）に折り曲げる。
　しかるのち、前記折れ線ｃに沿って底フラップ保持板６を内側に折り曲げ、その貼着片
６ａの表面部に接着剤もしくは両面接着テープなどを使用して接着部６ｂを形成し、この
接着部６ｂを前記底フラップ５の表面側の貼着面５ｅに貼着固定する。
　その際、前記折れ線ｈを介して底フラップ保持板６から延設された貼着片６ａは、前記
底フラップ保持板６と直線状を維持している。
　同時に、前記背面板３の折れ線ｂとｃは、同一平面上に位置している。
【００４０】
　なお、この実施例では、図２に示すように、前記貼着片６ａは折れ線ｈに沿って山折し
てその表面を接着部６ｂとし、底フラップ５の表面側の貼着面５ｅに貼着固定させている
が、前記折れ線ｈに沿って谷折してその裏面を接着部６ｂとし、前記底フラップ５の表面
側の、折れ線ｂ近傍の貼着面５ｆに貼着固定させても、同様の効果を得ることができる。
【００４１】
　ついで、前記糊代片４の内側面の全体に接着剤もしくは両面接着テープを貼着し、当該
貼着面を前記背面板３の端縁部の表面に貼着固定して、図２に示すような、折り畳んだ状
態の包装用箱１を形成する。
【００４２】
　図２に示す折り畳んだ状態の包装用箱１を組み立てるには、正面板２の折れ線ｄと背面
板３の折れ線ｅを一方の手で押さえ、内側方向に力を加えながら開口部を拡大させると、
底フラップ保持片６が折れ線ｃに沿って下方側に展開するとともに、この底フラップ保持
片６と貼着一体化されている底フラップ５も折れ線ｂに沿って下方に移動し始める。
【００４３】
　同時に、前記底フラップ５の各舌片５ｃおよび５ｄが、前記底フラップ５の背面板３へ
の取付角度や側縁５ａ，５ｂの形状、さらには折れ線ｇの作用もあって、それぞれ折れ線
ｄ、折れ線ｅに沿って正面板２、背面板３の内側面と当接しながら上方に持ち上げられ、
前記折れ線ｇと折れ線ｄ、折れ線ｇと折れ線ｅが一致し、図３に示すような、底上げされ
、かつ底部がほぼ密封された変形五角形状の包装用箱１を得ることができる。
【００４４】
　図４～図６に示す包装用箱１０は、他の実施の形態を示すものである。
　この包装用箱１０も、一枚のブランク板から構成されるもので、折れ線イ，イを介して
左右に側面部を形成するための補助板１２，１２が一体的に形成された全体がほぼ方形の
背面板１１と、上縁部が下方側に円弧状に切り欠かれた補助板１４，１４を、それぞれ折
れ線ロ，ロを介して一体的に形成された前面板１３とが、折れ線ハを介して一体的に連設
されている。
　さらに、前記正面板１３の補助板１４の端縁部には、折れ線ニを介して前記補助板１２
（図４の左側）に貼着固定される糊代片１５が一体的に延設されて、箱本体１０ａの側壁
を構成している。
　なお、左右の補助板１２及び補助板１４は、それぞれ対称となるよう構成されている。
【００４５】
　前記箱本体１０ａの底部は、前記背面板１１の下縁部に床面と平行な折れ線ホを介して
延設された逆台形状の底フラップ１６と、前記正面板１３の下縁部に床面と平行な折れ線
チを介して延出された逆台形状の底フラップ保持片１８とで構成される。
【００４６】
　前記箱本体１０ａの底部を構成する底フラップ保持片１８には、折れ線リを介して小さ
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な舌片からなる貼着片１８ａが一体的に延設されている。
　さらに、前記底フラップ１６の左右の側縁には、それぞれ折れ線トを介して左右の側壁
下部の内側部と密接する舌片１７，１７が延設されている。
【００４７】
　前記底フラップ１６と底フラップ保持片１８が前記背面板１１、正面板１３と接する折
れ線ホ、折れ線チは、いずれも完成された包装用箱１０の底部が所定の高さで嵩上げされ
るよう、各補助板１２，１４の下端縁より、嵩上げした高さ分だけ上方に位置させて形成
される。
【００４８】
　さらに、前記背面板１１の上縁部には、前記折れ線ホと平行な折れ線ヌを介して蓋フラ
ップ１９が一体的に延設されている。
　この蓋フラップ１９の先端側には、折れ線ルが前記折れ線ヌと平行に形成され、組立て
られた包装用箱１０の開口部を閉止するよう構成されている。
【００４９】
　かかる構成からなる包装用箱１０は、前記貼着片１８ａの表面部に、接着剤もしくは両
面接着テープなどを塗布ないし接着固定して接着部１８ｂを形成し、この接着部１８ｂを
前記底フラップ１６の表面側の貼着面１６ａに貼着固定する。
【００５０】
　ついで、前記糊代片１５の内面側にも、接着剤もしくは両面接着テープなどを塗布ない
し接着固定して接着部を形成し、この接着部を前記補助板１２（図４の左側）の表面部に
貼着固定して、図示しないが、前記折れ線ハが正面視で右側に、折れ線ニが同じく左側に
位置する、全体が折り畳まれた状態の包装用箱１０を形成する。
【００５１】
　なお、この実施例においても、図１～図３に示す実施例と同様に、前記貼着片１８ａの
裏面に接着部１８ｂを形成し、当該接着部１８ｂを前記折れ線ホ近傍の底フラップ１６の
表面に接着固定してもよい。
【００５２】
　しかるのち、商品の収容に際し、立体的な包装用箱１０を形成するには、左右で相対す
る折れ線ハ，折れ線ニを同時中心方向に力を加えながら開口部を拡大させると、底フラッ
プ保持片１８が折れ線チに沿って下方側に展開するとともに、この底フラップ保持片１８
と貼着一体化されている底フラップ１６も折れ線ホに沿って下方に移動し始める。
【００５３】
　同時に、前記底フラップ１６の各舌片１７，１７が、折れ線トなどの作用もあって、そ
れぞれ外側の補助板１２と補助板１４で形成される一方の側壁下方の内側面、内側の補助
板１２と補助板１４とで形成される他方の側壁下方の内側面に沿って上方に持ち上げられ
て、図６に示すような、底部がほぼ密封された変形六角形状の包装用箱１０を得ることが
できる。
【００５４】
　図７～図９に示す包装用箱２０は、さらに他の実施の形態を示すものである。
　この包装用箱２０も一枚のブランク板で構成されるものであって、所要の間隔を存して
縦方向に平行に形成された折れ線Ａ，Ａを介して、左右の側面部を形成するための補助板
２２，２２が一体的に形成された全体がほぼ縦長矩形状の背面板２１と、上縁部が下方側
に円弧状に切り欠かれた補助板２４，２４をそれぞれ折れ線Ｂ，Ｂを介して一体的に形成
された前面板２３とが、折れ線Ｃを介して一体的に連設させ、箱本体２０ａの側壁が構成
されている。
【００５５】
　なお、前記正面板２３の補助板２４（図７の右側）の端縁部に、折れ線Ｄを介して前記
補助板２２（図７の左側）に貼着固定される、糊代片２５が一体的に連設されている。
　さらに、左右の補助板２２及び補助板２４は、それぞれ左右対称となるよう構成されて
いる。
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【００５６】
　前記箱本体２０ａの底部は、前記背面板２１の下縁部に床面と平行に形成された折れ線
Ｅを介して延設された鼓状の底フラップ２６と、前記正面板２３の下縁部に同様に折れ線
Ｇを介して延設された、矩形状の底フラップ保持片２８とで構成される。
【００５７】
　前記底フラップ２６は、左右の側縁に沿って、それぞれ折れ線Ｆを介して左右の側壁下
方の内側面と密接する舌片２７，２７が延設され、前記底フラップ保持片２８の先端部に
は、折れ線Ｈを介して小さな舌片からなる貼着片２８ａが一体的に延設されている。
【００５８】
　なお、前記底フラップ２６と底フラップ保持片２８が、前記背面板２１、正面板２３と
接する折れ線Ｅ、折れ線Ｇは、完成された包装用箱２０の底部が所定の高さで嵩上げされ
るよう、各補助板２２，２４の下端縁より、嵩上げした高さ分だけ上方に位置させて形成
される。
【００５９】
　さらに、前記背面板２１の上縁部には、床面に対して平行な折れ線Ｉを介して蓋フラッ
プ２９が一体的に延設されるとともに、この蓋フラップ２９には折れ線Ｊ，Ｋ，Ｌが所要
の間隔を存して前記折れ線Ｉと平行に形成され、組立てられた包装用箱２０の開口部を閉
止するよう構成されている。
【００６０】
　なお、図中、２９ａは、蓋フラップ２９の先端部に付設された係止片で、正面板２３に
形成された切込み２３ａと係合させることで、蓋フラップ２９を閉蓋状態で包装用箱２０
に固定することができる。
【００６１】
　かかる構成からなる包装用箱２０は、前記貼着片２８ａの表面部に接着剤もしくは両面
接着テープなどを塗布ないし接着固定して接着部２８ｂを形成し、この接着部２８ｂを前
記底フラップ２６の表面側の貼着面２６ａに貼着固定する。
【００６２】
　なお、この実施例においても、前記二つの実施例と同様に、前記貼着片２８ａの裏面に
接着部２８ｂを形成し、当該接着部２８ｂを前記折れ線Ｅ近傍の底フラップ２６の表面に
接着固定してもよい。
【００６３】
　ついで、前記糊代片２５の内面側にも、接着剤もしくは両面接着テープなどを塗布ない
し接着固定して接着部を形成し、この接着部を前記補助板２２（図７の左側）の表面部に
貼着固定し、図示しないが、前記折れ線Ｃが正面視で右側に、折れ線Ｄが同じく左側に位
置する、全体が折り畳まれた状態の箱本体２０ａを形成する。
【００６４】
　商品の収容に際し、立体的な包装用箱２０を形成するには、左右で相対する折れ線Ｃと
折れ線Ｄを同時中心方向に力を加えながら開口部を拡大させると、底フラップ保持片２８
が折れ線Ｇに沿って下方側に展開するとともに、この底フラップ保持片２８と貼着一体化
されている底フラップ２６も折れ線Ｅに沿って下方に移動し始める。
【００６５】
　同時に、前記底フラップ２６の各舌片２７，２７が、折れ線Ｆなどの作用もあって、そ
れぞれ外側の補助板２２と補助板２４で形成される一方の側面下方の内側面、内側の補助
板２２と補助板２４とで形成される他方の側面下方の内側面に沿って上方に持ち上げられ
て、図９に示すような、底部がほぼ密封された変形六角形状の包装用箱２０が得られる。
【００６６】
　この発明にかかる包装用箱は、箱本体を構成するいずれかの側壁の下縁部に、得ようと
する箱の形状に対応可能な底フラップを、底上げ可能なように折れ線を介して一体的に延
設する一方、前記底フラップの表面の所定部位と相対する接着部を有する折曲げ可能な貼
着片を延設した底フラップ保持片を、前記側壁もしくは他の側壁に折れ線を介して一体的
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に設けることによって、未使用時には、折り畳んだ状態で保管でき、使用時には、相対し
て箱の側面部を形成する側面を箱の中心方向に押圧するという操作で、簡単かつ容易に立
体的な包装用箱を構成することが可能なものである。
【００６７】
　さらに、この発明の包装用箱は、底フラップの形状を任意の形状とし、当該底フラップ
の形状に対応する側壁部を、背面板と正面板との間に介在させることによって所望の形状
の包装用箱を得ることができる。
 
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　この発明の包装用箱は、未使用時には折り畳んだ状態とし、使用時には左右方向から中
心側に押圧するというきわめて簡易な手段で、立体的な形状とすることができるので、フ
ァストフード以外の商品の包装用の箱としても広く使用することが可能なものである。
 
【符号の説明】
【００６９】
　１　　　　　包装用箱
　２　　　　　正面板
　３　　　　　背面板
　４　　　　　糊代片
　５　　　　　底フラップ
　５ａ，５ｂ　底フラップの側縁
　５ｃ，５ｄ　底フラップの舌片
　５ｅ，５ｆ　貼着面
　６　　　　　底フラップ保持片
　６ａ　　　　貼着片
　６ｂ　　　　接着部
　ａ～ｌ　　　折れ線
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